
（様式第４号） 上田市真田中央公民館運営審議会 会議概要 

１ 審 議 会 名 上田市真田中央公民館運営審議会  

２ 日   時 令和３年１１月２６日 午後５時３０分から午後６時３０分まで  

３ 会   場 真田中央公民館 １A会議室  

４ 出 席 者 栁澤次通会長、倉島久巳副会長、柳原孝一委員、竹花みい子委員、城間友子委員  

５ 市側出席者 松木館長、若林次長、林係長、降旗主査、清水主査、藤岡社会教育指導員  

６ 公開・非公開 公 開 ・ 一部公開 ・ 非公開  

７ 傍 聴 者  ０人  記者 ０人  

８ 会議概要作成年月日 令和３年１１月３０日  

協  議  事  項  等 
 

１ 開  会（事務局） 

 

２ 公民館長あいさつ（松木館長） 

 

３ 会長あいさつ（栁澤会長） 

 

４ 審議事項 

（１） 「今後の真田地域体育祭のあり方」について（答申） 

・資料に沿い、事務局から説明 

（委員）廃止するにあたり、代替案は大事である。役員に負担がかからないよう、真田らしいものを検討。 

    体育祭の良さは老いも若きも集える行事、親睦を図れる行事だった。 

    その中で、四つの案があり、一つは代替案、内容を変えて継続、廃止、縮小。 

    ここでは廃止なので、この後みんなが集える機会を、役員の負担がなく作っていけるか。 

（事務局）代替案は何をやるかによって、また分館役員に負担がかかる。附帯意見として入れた方がいい

か、入れない方がいいかを検討願いたい。 

（委員）やめることは簡単である。しかし、地域に子供がいない。 

（委員）地元で意見を聞くと、役員が大変と皆言う。子供たちもあまり楽しみにしていないようだ。 

   なくてもいいんじゃないかという意見。体育祭でなくても、違う形のものにシフトしていければい

いのではないか。 

（委員）廃止でいいと思う。しかし、廃止することは寂しいという意見もある。 

（会長）一昨年の出場分館はいくつか。 

（事務局）２０分館である。 

（会長）今後増える可能性はないか。 

（委員）人口が減っている中、増えることはないと思う。 

（会長）他の自治会と合同で出ることはないだろう。人口や子供が減っていく中、これから役員の大変さ

が増すと考えられる。 

（委員）負担だからやめるということでなく、「地域住民が集える行事を検討」との記載があるので、附

帯意見をつけての廃止でいいと思う。 

（会長）審議会としては、附帯意見付きの廃止とすることでよいか。 

   挙手により全員賛成 

（事務局）答申に基づき、１２月の分館長会議で報告する。これから各自治会では総会や役員の引継ぎが

あるので、地域住民から御意見を伺っていただき、アンケート調査を実施する。 

    来年１月に新しい分館長・厚生部長会議があるので、そこで最終決定をしていきたい。 

    答申の文章等の修正はないか。 

（委員） なし 

（事務局）本日の日付を入れて答申とさせていただきます。 

 



（２）「コロナ禍における真田中央公民館の事業のあり方」について（諮問） 

・資料に沿い、事務局より説明 

（事務局）市内９公民館の統一したテーマである。 

   「施設利用における新型コロナウイルスの感染対策について」「コロナ禍における公民館事業の実

施方法について」「効果的な公民館情報の発信について」の３点を項目としたい。 

   来年１０月の任期までに答申をいただく。次回の会議で中間答申案を作っていきたい。 

（会長）中間答申案を作っていただき、次回の会議で項目も含めて内容を審議していくことでよいか。 

（事務局）項目だけでも決めていただきたい。 

（委員）記載の３項目でよい。 

（委員）コロナ後のことも考えてのことでよいのか。 

（事務局）国も第６波を警戒しての取り組みがされている。すぐにはなくならないことを想定して検討願

いたい。 

（委員）「コロナ禍」だけに限らなくてもいいのではないか。これからはコロナに関係なく情報発信して

いくことは重要である。 

（事務局）答申をいただくのは来年の夏以降である。その時点でコロナがどうなっているかわからないの

で、コロナ禍に限らずご検討願いたい。 

（会長）項目は記載の３項目でよいか。 

（委員）よい 

（委員）情報発信は非常に重要であるが、個人情報の問題をどうクリアしていくか、スマホを持っていな

い方は参加できないが、そこをどうするかが課題になってくる。みんなが『集う』ことも大事なので、

感染状況に応じて考えていかなくてはいけない。 

（委員）若い人たちはフェイスブックをあまり見ない。インスタグラムやツイッターの方が多い。 

  インスタグラム、ツイッターも検討し、ホームページやフェイスブックにリンクをはって誘導するこ

とができる。 

（委員）年配者はついていけない。 

（委員）メールをやっていれば上田市のメールに登録することにより情報を得られる。 

（事務局）意見があったことを参考にし、次回の審議会で検討していただく。 

 

（３） その他 

 （事務局）特にないが、市内の公民館の活動状況を添付したのでご覧いただきたい。 

  

 

５ 閉  会（事務局） 

 

 


